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フ ァ ン ジ ビ リテ ィ と開発 援助
一 貧困国家に対する一般財政支援の課題

高 橋 基 樹

援 助資金 の フ ァ ンジ ビ リテ ィが しき りに議論 され て い るが,こ れ は西欧 諸国 が推

進 す る一般 財政 支援 な どの 資金協 力 にだ け関わ る問題 では な く,物 資供 与型 支援,

債 務救済 に よって も生 ず る問題 であ る。 フ ァンジ ピ リテ ィは援 助供 与側 が その期待

を実現 で きな い場 合 に問題 とされ て きたが,現 在 の一 般財 政支援 拡大 の背景 には,

フ ァンジ ビ リテ ィ故 に もた らされ る トレー サ ビ リテ ィをむ しろ積 極 的 に活 用 しよ う

とい う意 図 が あ る。 だが こう した一 般財政 支援 は,一 部 で新家産 的 と も呼ば れ るア

フ リカの 国 家 と援 助供 与側 が 直接 に向 き合 うこ とを求 めて お り,そ の こ とは援助 の

本質 的 な難 しさ をよ りあ らわにわ れわ れに突 きつ け る もの で あ る。

キー ワー ド フ ァ ンジ ピ リテ ィ,ア フ リカ,一 般財 政支 援,開 発 援助

1は じ め に

援助資金のファンジビリティが しきりに論 じられている。ファンジビリティの問題は,1950

年代には既 に語 られていたにもかかわらず,50年 たった現在 でも,こ のことについての理解

は十分でないように思われる。その弊は,援 助大国を標榜 してきた日本において深刻である。

そ して,こ の理解の乏 しさは,国 際的に広が りつつある援助改革の潮流に,日 本が立 ち遅れ

ていることに密接 に関連 している。というのは,現 在の援助改革は,援 助のファンジビリテ

ィの制御を中心課題のひとつ として進め られているか らである。

本稿の 目的は,フ ァンジビリティの概念が援助 と開発に関わる資金の配分において持つ意

味を明確にし,そ れを通 じて近年進んできた援助改革の潮流の合意を考察 しようとす るとこ

ろにある。ファンジビリティに関わるこうした考察の作業は,日 本の今後の援助の方向付け

にとって も重要である。本稿の もうひとつのね らいは,フ ァンジビリティの考察を通 じて,

この概念の実践的な含意をも抽 出しようとするところにある。

以下第2節 では,開 発経済学の初期の考え方を参照 しなが ら,援 助資金のファンジビリテ

ィが,そ の側面のひとつである転用可能性 を通 じて,援 助供与側の意図にそわない財政支出

配分 に及ぼす影響 について考察する。

第3節 では,通 常ファンジブルなものは資金だけだ と理解 されているが,物 資供与型のプ
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ロジェク ト支援や債務救済などの非資金供与型支援 もまた,フ ァンジピリティの作用 として

の転用可能性を持ちえることを指摘する。

第4節 では,現 下の新 しい援助の流れのなかで拡大 しつつある一般財政支援に注 目する。

一般財政支援はファンジビリティを高める援助のようであるが
,そ の もう一つの側面である

投入資金の不可分性故に,供 与側 に財政全体 に対する トレーサビリティを与えるという,他

の支援方式にない特性がある。そのため,政 策 ・財政枠組みやモニタリングの仕組みと併用

され るとき,援 助受入側財政支出への供与側のコン トロールを高め る面があることを明らか

にす る。

第5節 では,援 助受入側に目を転 じて,援 助の需要を決定するアフリカの国家の論理を顧

みる。合理的選択論,あ るいは非近代国家論のいずれにせ よ,開 発 ・貧困削減にそぐわない

アフリカの政治経済の体質を指摘 して きた従来の議論を振 り返るとき,援 助方式の変更以上

の課題が開発 ・貧困削減の過程で想定され ることを指摘する。

最後に,一 般財政支援を中心 とした昨今の援助改革のなかで とられてきた選択的援助の帰

結について触れ,目 下の援助アプ ローチの根本的問題点を指摘 して締め くくりとしたい。

2フ ァ ン ジ ビ リテ ィ と援助

2.1フ ァンジビリティとは

ファンジビリティという概念は,近 年,特 にWorldBank[1998]で 論 じられて以来,援 助

をめ ぐる議論のなかで しきりに取 り上げられるようになっている。開発経済学 ・援助研究に

特殊 な専門用語(jargon)と なっている感がなきに しもあらずだが,も ともとファンジビリテ

ィという言葉 は法律用語で,「代替可能性」のことである。それは,あ るものと,他 の ものと

が同 じ価値 を持 ち,一 方で他方を置 き換えて も価値が変わらないことを意味 している。

完全に互いにファンジプルな ものの例は,貨 幣 と貨幣である。 また,同 種の米や小麦など

も同量であれば,経 済価値の面でファンジプルであろう。 しか し,同 種の もの同士でな くと

も,互 いにファンジブルであ りえる。貨幣は,あ らゆる商品化 された財 ・サービスとの交換

価値を持 っているか らこそ貨幣なのであり,そ の意味であらゆる財 ・サービスと代替可能で

ある。そ して,そ の貨幣の性質 を通 じて,あ る特定の財 ・サービスと別の財 ・サービスはフ

ァンジブルとなりえる。

以上のことが援助を含む資金の移転で問題 となるのは,ひ とつには次のことによる。通常

援助供与側は,何 らかの使途 ・目的をもって,援 助受入側に資金を供与する。 ところが,資

金はすべての財 ・サービス と交換可能であるがために,受 入側が供与 された資金 を使途どお

りに使わない可能性が生 まれ,供 与側の意図 した目的にそ ぐわない帰結が生ずる場合がある。

こうしたファンジピリティの負の影響 をどの ように制御するのかが問題 となる。 これは,一
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種のプ リンシパルーエージェン ト問題 と考えることもで きるもしれない。援助供与側をもし

プ リンシパル と考えるなら,援 助供与側は自己の援助目的(例 えば受入国側の貧困削減,プ

ロジェク ト対象の施設の建設 ・活用など)を 達成するために,自 己の資金 ・物資を援助受入

側に,贈 与 ・貸与のかたちで委ねる。それ以後,そ の資金 ・物資 を,そ して資金 ・物資のフ

ァンジビリティをどのように制御 し,利 用するかは,ひ とまずエージェン トたる援助受入側

に任せ られ ることになる。 ここで,援 助受入側が,援 助供与側の期待 を裏切る可能性 をどの
1)

ように防 ぐかという問題が生ずる訳である。

2.2「 オペラ劇場の逸話」:転 用可能性 としてのファンジビリティ

上で述べたような援助のファンジピリティの負の側面を最 も早 く指摘 した一人がヌルクセ

であろう。ヌル クセが1950年 代 に発表 した著作は,開 発経済学の古典 とされる一方,大 衆消

費社会 を想定 したマクロ経済学の基本的枠組みか ら脱 け出せていないとの厳 しい評価 もなさ

れてきた。 しか し,こ と援助に関 しては,ヌ ルクセは,今 日の研究につながる先駆的な指摘

を行っていぎ1そ の指摘のひとつがフ。ンジビリテ、についての ものである.彼 の稲 な「オ

ペラ劇場の逸話」にその指摘が見 える。
ヨラ

すなわち,第2次 世界大戦後の復興援助において,X国 政府は,オ ペ ラ劇場の建設支援を

要請 したが,援 助供与側は当然のごとくこれを拒否 した。そこで,同 政府は代わ りに発電所

の建設支援 をもとめ,援 助供与側 は発電所の経済インフラとしての価値 を認めてこれに応 じ

た。 ところが,発 電所はもともとX国 政府が建設を予定 していたものであり,復 興援助によ

って自国予算に資金的余裕が生 まれ,そ れを用いて同政府はオペラ劇場 を建設した,と いう

のである(Nurkse[1953:96])。

ヌルクセの目か ら見ると,こ れは,発 電所支援 とい うそれ 自体は生産的な資金援助プ ロジ

ェク トが,副 次的にオペ ラ劇場 という奢修的な施設の建設をも促 して しまった,と いう意味

で問題 であった。X国 政府の当初の計画では,発 電所の建設支援がなかったとした ら,実 際

に建て られたようなオペ ラ劇場の建設は不可能だった と推測されるからである。

これが可能になったのは,発 電所に用いられた資金 とオペラ劇場向けの資金 とが互いに代

替可能であるため,あ るいは転用可能であるため(ヌ ルクセ自身はそういう言葉 を用いてい

ないが,す なわちファンジブルであるため)に 他ならない。ヌルクセの視線は,1990年 代半

ば以降にファンジビリティの負の側面 として論ぜ られることを,40年 以上前に射抜いている。

その畑眼は大いに評価 されるべ きであろう。ただ,今 日ファンジビリティが さまざまに議論
の

されるようになっている現状に引 きなおすためには,留 保を付ける必要がある。援助が薯修

的な財政支出を促進 したとして,資 金のファンジビリティによって生 じた影響 を一体 どれだ

けのもの と考えるべ きなのか。そして,そ れは,ど のような意味で供与側 と受入側双方の間
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の契約違反,あ るいはプ リンシパル としての供与側の意図に反 したものとして捉えられるべ

きであろうか。

まず,1950年 代の伝統的な援助形態の下では,プ リンシパル としての供与側 とエージェン

トとしての受入側であるX国 政府の間の契約事項 としては,ま ず発電所建設プロジェク トを

完了させ ることが最大の履行義務 としてあったと考えられる。上記の事例では,発 電所建設

は遂行 されたのであり,そ の点では問題はないはずである。ヌル クセが問題 としたのは,プ

ロジェク トの契約の枠外で起 こった誘発効果の問題である。

それでは,発 電所への資金援助はプロジェク ト以外の領域に,あ るいはX国 政府の支出配

分全体にどのような影響をあたえたのだろうか。この影響の解釈は受入側が,援 助前にどの

ような計画をもっていたか,そ して援助受入によってどのようなことを実現 しようとしたの

かによって違 って くる。X国 政府 としては,オ ペラ劇場(奢 修的施設)へ の支援 を要請 して

断られ,代 わ りに自分 でまかなうつ もりであった発電所の支援を求めたということである。

同政府は援助 を提示されることではじめて,そ れまで予定 していなかったオペラ劇場の建設

を思 い立ったのか,そ れ とももともと(発 電所 と同様)自 己の計画にあったオペラ劇場の規

模 を,援 助によって拡大 しようとしたのか。 もし前者だ とすれば,援 助の増加があってはじ

めて薯修的施設の建設を考えついたことにな り,奢 修的支出への誘発効果は大 きい ものとい

える。 しか し,後 者だとすれば,そ の誘発効果は限定された ものだったことになる。

2.3フ ァンジビリティとプログラム援助

ここで,受 入側政府の奢修的支出に与える援助の誘発効果について定式化 して考えてみよ

う。

援助に支援 された部分 をも含む受入側政府の総支出をEと し,そ のうちの生産的支出をY,
5)

奢修的支出をCと する。またEに 占めるYとCの 比率をそれぞれy,cと する。さらに援助全

体額をAと しよう。

簡便化のために,yとC以 外の,中 間的なものが存在 しないとすると,

y+c=1(1)

である。

オペラ劇場の逸話では,援 助が増え,そ れとともに奢修的支出(す なわちオペラ劇場の建

設諸経 費の増分=∠C)も 同時に増えていると考えられる(後 掲図1(ハ),あ るいは(二)参

照)。 そ して,発 電所建設への援助(そ の額は援助の増分=∠A)に よって生 じた資金的余裕

の範囲内で,∠Cを まかなうとしよう。つまり∠CはaAを 超えることはない。この場合,

∠C1≧

Z万 ≧0(2)
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という関係が成 り立っていることになる。

援助 を発電所のようなインフラ ・プ ロジェク トに追加投入 した場合,通 常供与側が期待す

るのは,そ の追加投入額=増 分がそのまま,X国 の生産的支出を増や しているという結果で

ある(図1(ロ))。 ところが,先 に示唆 したように,仮 に援助なしでもX国 政府はAAと 同額

の発電所を作っていたはずであ り,∠Aの 投入によって生まれた同政府の資金的余裕が全て

オペラ劇場建設諸経費の増分 にまわったとするなら,つ まり,

4C=,(2)'
AA

とするなら,供 与側の上述の期待は裏切 られ,∠、4の投入は,X国 政府の生産的支出を一切増

や していないことになる(図1(ハ))。 発電所向けの援助増分 ∠Aを 受け取ったことにより,

これが もともとX国 政府の自前の財政資金のなかから発電所建設に向けられ るはずだった,

同額の資金 に置 き換わった(つ まり代替 した)と いうことになる。援助増分aAに より置き換

わられた同額 の政府財政資金は,他 に転用可能になる。そのことによって,供 与側の期待が

裏切 られる事態が起 こるだろう。この文脈 において,フ ァンジビリティとは転用可能性であ

るとも言える。

図1援 助増加の さま ざまな影響
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ヌルクセが注視 したのは,こ のような状況であり,恐 らく彼 としては,

dC
-=0
∠A

(2)"

に限 りな く近い状態(図1(ロ)参 照)を もたらすことをよしとしたのであろう。つ まり,援

助受入側の受入の意図が どうあろうと,援 助供与の効果が全て受入側 の生産的支出の増加 と

なって現れることを望んだのであろう。

しか し,そ うした効果の発現は,発 電所のプロジェク トのみを協議 していて も引 き起 こす

ことはで きない。プロジェク トに付随するかもしれない…奢修的支出増加の抑制(二 生産的支

出全体の増加)は,プ リンシパル としての供与側 と,エ ージェン トとしての受入側 との問の

合意事項 には含 まれないからである。

もし供与側が援助増加による奢修的支出増加の抑制を期待するのなら,そ の期待を受入側

との契約のなかに組み込まなければな らないはずである。ヌルクセは,プ ロジェク トを超 え

てX国 政府全体の包括的開発政策 ・財政支出計画を立て,生 産的支出のより大きな増加=奢

修的支出の伸びの抑制を意識的に推進することを提唱 した(Nurkse[1953:96])。 実際には,

こうした開発政策 ・財政支出計画は,供 与側の働きかけによって作られる場合が多い。援助

供与側 を当事者の一員とする財政支出計画等は,供 与側 と受入側 との間の契約の対象 とする

範囲を,援 助資金の直接用途(つ まリプロジェク トの対象)ば か りでな く,援 助資金投入の

間接効果 にまで広げるもの と解釈できる。その間接効果 としてヌルクセが念頭に置いていた

のが,援 助の増加 によって置 き換えられた資金の転用可能性(わ れわれの言葉でいうファン

ジビリティ)の 発生である。

ヌルクセの包括的計画重視の考え方は,開 発途上国の多 くにおける独立当初の国家開発計

画策定作業の広が りに影響を与えた。それとともに,彼の ような考え方はプロジェク トの枠 を

踏み出した供与側による,受入側の国内資源配分への関与 を,のちのち後押 ししてゆくことに

なる。その意味でヌルクセの考え方は,1960年 代のチェネリー・ス トラウ トらの議論(Chenery

andStrout[1966:726-8])を 経 て,構 造調整から貧困削減支援に至 る今 日のプログラム援助

の源流をなす と言ってよいだろう。

ところで,資 金の配分 を計画的に考えるとしたら,問 題になるのは,生 産的支出の絶対額

を増やすことだけではな く,そ の比率をも増や してゆ くことであろう。これは,援 助前を0

期,援 助後を1期 とす るなら,

Yo<Ylな いし

Co>c1(3)

という状況が達成 されなければならないことを意味する。

仮にここでの援助増加がEを 単にAAだ け増やすにす ぎないとしたら,(3)が 達成され る
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ための条件は,AAに よって誘発 される∠Cが,次 の条件を満た していることであろう。
6)

Co∠iA>AC(4)

つ まり援助の増加によって新たに生 じた資金的余裕から奢修的支出に配分され る比率を,

現在の奢修的支出比率 よりも抑制す ることが必要である(図1(二)参 照)。

さて,(3)や(4)が 実際に達成 されたかどうかを担保 し,確 認するためには,ど うしたら

よいだろうか。第1に(3>・(4)の ことを,プ リンシパル としての供与側 とエージェン トで

ある受入側政府 とが,目 的 として契約に盛 り込んでおかなければならない。これは実際上,

ヌルクセが示唆 したような,受 入側の財政支出を対象とする包括的なプログラム援助のかた

ちをとる。その上で,第2に,契 約 を結んだか らといって受入側政府がこれを遵守す るとは

限らないから,履 行 を担保するための措置 をとることが考えられる。 この2つ のことは第4

節において言及することにしよう。その前に次節では,プ ログラム援助以外の方法でファン

ジビリティの負の影響 を回避す る方法がないか,検 討 しておこう。

3非 資金供与型支援とファンジビリテ ィ

3.1物 資供与型プロジェク ト援助とファンジピリティの 「回避」

上述のようにプログ ラム援助 によって包括的に関与す る以外 に,援 助供与側がファンジビ

リティを避けるため,目 的限定的なプ ロジェク ト援助を行 うことが考えられる。例えば,資

金 を供与 して発電所等生産的施設を建設するのでな く,発 電所等 を実物の まま供与するので

ある。 日本の貧困途上国への資金協力の主体は無償資金協力であ り,そ のほとんどは,資 金

協力 と称 しなが ら,実 際には,物 資 ・実物の供与であ り,現 金を相手国に供与するものでは

ない。

こうした物資供与型援助は,物 資が資金 と異なってファンジプルでない ように見 えるため

に,供 与側の所期の目的達成 という点でより望ましいと一部では考えられている。 そのこと

は,日 本などの ドナーが,使 途 を限定 しない資金援助による一般財政支援 を忌避 し,物 資供

与のかたちによるプロジェク ト型援助への固執を正当化する論理にもなっているようである。

だが,こ こには大 きな誤解がある。資金供与により発電所建設を支援 した場合 も,発 電所

を建設 してから実物を供与 した場合 も,ど ちらもその建設を自力で行 うことを予定 していた

受入側政府に資金的余裕 を生む という点では全 く同 じ意味 を持っている。つまり,物 資供与

型援助 もまたファンジピ リティの負の影響を引き起 こす点では,資 金援助 と同断なのである。

上の ような誤解は,自 らの援助のアウ トプ ットのみに注 目し,包 括的な受入側政府の支 出配

分 と,そ れによるアウ トカムを顧みないことにより生 まれているとも言えよう。

物資供与型の援助は,受 入側政府によって横流 しなどされない限 り,供 与 したもの自体が

目的外 に使われる可能性は,資 金の場合 に比べて小さい。自らの方針に合わない目的 を直接
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的に支援する確率は低いという意味で,あ る援助国 ・機関の狭い意味での廉潔性 を守るには

意味があるか もしれない。例えば日本 にとっては,自 らの供与 した援助が軍事転用な どされ

るのが,最 も問題であるとしよう。資金的援助に比べて,学 校や病院などの実物の供与はそ

うした転用のおそれは小さいのであろう。 しか し,実 はこの点の差異は,受 入側政府の財政

支出全体の管理の面からは,大 きな意味はない。上 に述べたように物資供与型援助 も,受 入

側政府に資金的余裕 を与えるという意味では資金型援助 と全 く同 じ意味を持つからである。

したがって,非 軍事的な物資供与型援助が軍事費の増加を招かないという保証は実はない。

大切なことは,む しろ援助供与によって転用可能となった資金の配分 と使途 を監視 してゆく

ことである。

なお,資 金援助 も物資援助 もともに,日 本の援助が得意とするとされ る施設 ・インフラの

建設だけを直接の目的とする場合 には,受 入側政府の財政支出の配分への関心が薄れがちで

ある。特 に日本の場合,受 入側政府の財政には内政問題 として十分注意を払 ってこなかった。

しか し,建 設された施設は,そ の運営費用な しに活用 されることはあり得ず,そ の運営費用

は,通 常受入側政府の財政配分 を通 じて支出される。援助により完成された施設の活用 とい

う援助のアウ トカムを確保するために,プ リンシパル としての援助側がエージェントたる受

入側の財政配分への発言権をもち,履 行を担保 しようと考えることは,そ れ自体 あながち不
7)

自然なことではない。

なお,既 に触れたように,物 資供与型援助と抱 き合わせで実施されてきたのが,プ ロジェ

ク ト援助である。アウ トプ ットの明確 さのみに関心を払 うことは,筆 者が繰 り返 し指摘 して

いる援助プロジェク トの氾濫 とい う事態を引き起こすことにつなが りやす く,そ の場合援助

受入側の管理コス トを増加 させ ることになる(高 橋[2002]・[2003a]参 照)。

3,2債 務救済 とファンジビリティ

物資供与型援助 とならんでファンジピリティについての考察を深める必要があるのは,債

務救済である。1990年 代,さ まざまな支援手段がとられなが ら,ア フリカをはじめとする重

債務貧困国(Heavily-indebtedPoorCountries=HIP(沁)経 済の危機 と低迷 に抜本的な解決が

で きないことが明らか となり,遂 に,1999年 拡大重債務貧困国(HIPCs)救 済スキームが発

足す ることとなった。拡大HIPCs救 済スキーム発足前後の議論において,救 済推進の立場か

らしきりに指摘 されたのは,重 債務貧困国の財政支出を圧迫する債務返済負担の大 きさであ

った。教育や保健などの社会開発 を重視する人々は,"債 務の取立てが教育や保健など弱者向

けの財政支出を圧迫 し,賓 困を深刻化 させ る原因となっている"こ とを主な論拠 として債務

救済を主張 した。 このア ピールは,欧 米先進諸国の世論 を強 く動かすこととなり,1999年 拡

大HIPCs救 済スキームの発足につながったのである。
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こうした経緯か ら当然問題 となるのは,債 務救済が,当 該重債務貧困国政府の財政に与え

る影響である。債務救済は,債 務返済負担 を取 り除 くことによって,新 しい援助があったと

同様の効果 を持ち,政 府財政の資金的余裕 を生むはずである。債務負担が教育 ・保健 に及ぼ
8)

してきたしわ寄せを問題視する援助国 ・機関の立場からは,債 務救済による資金的余裕 を用

いてこれ らの部門の支出増加 を追求すべきことになろう。ところが,新 規援助の場合 とまっ

たく同様に,単 に債務救済 をしただけでは,債 務国政府側は新たに手に した資金的余裕 を援

助供与側(救 済側)の 意図通 りに用いるかどうかは分からない。やはりファンジピリティの制

御 と同 じことが課題 となるのである。そこで,債務救済 に伴って開発戦略のあ りようや支出配

分計画 を,救済 をする側 とされる側 とが事前的に共有す ること(プ リンシパルーエージェント

間に引 きなおせぱ,契 約を締結すること)が 必要 となる。重債務国をは じめ とする多 くの貧

困国で広 く作 られるようになって きた貧困削減戦略(PovertyReductionStrategy=PRS),

同戦略を財政的に実施 に移すための中期支出枠組(Medium・termExpenditureFramework:

MTEF)は,フ ァンジビリテ ィの制御の必要性を明確 に意識 してきた援助国 ・機関によって,
9)

そうした役割を持つ もの として位置付け られている。重債務貧困国に対する最大の債権国の

ひとつである日本 もまた,こ うした意識 を高めてよいはずである。債務救済 によって生 まれ

た資金的余裕の帰結を明確にし,説 明責任 を果たすことが,究 極の債権者であ り,主 権者で

ある国民に対する日本国政府の義務でもあろう。

'4
一 般 財 政 支 援 と トレー サ ビ リテ ィ フ ァン ジ ピ リテ ィの 活 用

さて,2000年 代 に入 ワ,拡 大重債務貧困国救済スキームの始動とほぼ軌を一に して,貧 困

国援助において有力な援助モダリティ(形 態)と して積極的に推進されるようになってきた
10》

のが,一 般財政支援 である。イギリスを中心 とする北欧 ・西欧 ドナーがこれを支持すること

によって,一 般財政支援は最 も先端的な貧困国援助 として漸次い くつかの貧困諸国で適用 さ

れるようになっている。特に,効 率 と公正 を両立 させ ようとする 「第三の道」のスローガ ン

の下,国 際的社会正義の実現 を主唱 し開発援助において リーダーシップを発揮 しようとする

ブレア英労働党政権の援助政策 において,一 般財政支援は主要な柱のひとつ となっている。
11)

一般財政支援の広が りに,同 政権 はきわめて大 きな役割 を果たしてきたと言ってよい。一般

財政支援は,特 定のプロジェク トに結び付けられた ものではなく,し たがって,直 接的なア

ウ トプッ トをもたらすことを目的とするものではない。 しか も,物 資ではな く,資 金 を供与

するものである。その意味で,一 般財政支援は,無 条件にファンジブルである。

前節まで,わ れわれは,フ ァンジビリティの制御 を論 じてきたが,無 条件にファンジブル

な一般財政支援の供与が広がっていることをどのように解釈すればよいのか。一般財政支援

の正当化事由として次の3っ を挙げることができる。
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◇ 援助受入側政府の予算当局による柔軟で,統 合的な資金の配分 を可能にする。

◇ 上のことと表裏をなして,政 府の援助受入に伴 う管理コス トを減 らし,援 助プロジ

ェク トの氾濫状況を回避できる。

◇ 援助資金が受入側の財政の不可分の一部になることによって,供 与側 は,財 政資金

の全ての部分 に対 して トレーサ ピリティを求める権利 を持つことにな り,フ ァンジ

ピリティの負の影響を事前的にばか りでなく,事 後的にも制御 しえることになる。

これらの3つ のことは,資 金援助のファンジピリティを逆 に積極的に活用する方法である

と言えよう。物資供与型のプロジェク ト援助は,そ れ 自体は特定のアウ トプットを目的 とす

るものであり,通 常は受入側政府の会計を通過せずに供与 されるので,予 算当局による一体

的な支出の配分にはそぐわない。 しか も,プ ロジェク トの乱立は,受 入側政府に行政的負担

を及ぼす。これ らを解決する手段 として,予 算 当局に窓口を一本化 した資金援助である一般

財政支援は,有 効であろう。予算当局が援助資金の流入 とそれをあわせた財政資金の支出を

包括的に見渡せるようになることは,予 算当局が財政金体について情報を把握できることに

つなが り,主 体性(オ ーナーシップ)の 回復を も促進す ることになるか も知れない。

だが,上 のような楽観的な想定は,エ ージェントとしての受入側政府の中核である予算当

局が援助供与側の容認できるような資金の配分 を行 う意志 と能力を持つことを前提条件 とし

ては じめて成 り立つ ものである。一般財政支援は,無 条件にファンジプルであるだけに,フ

ァンジピリティの利用を委ねた受入側予算当局に供与側の意向どおりの履行をさせ ることを

どのように担保で きるかが問題 となる。

ここで鍵 となるのが,資 金のファンジピリティの持 っているもうひとつの側面である,資

金の不可分性である。第2節 に掲 げた例のように,資 金 はいちど同じ共同基金に入れ られ る

と,他 の資金 と識別することが無意味 となる。貨幣 と貨幣は,価 値が同 じである限 り,完 全

に互いに代替可能であり,転 用可能であるが,そ の同 じ性質ゆえにどの貨幣が もともと誰の

ものであるかを云々することも無意味なのである。言い換えれば,あ らゆる一単位の共同基

金 には全ての拠出者の寄与分が含 まれていることになる。 したがって,拠 出者の一翼を担 う

援助供与側は,受 入国の納税者 と同様,受 入国政府の財政資金の全ての一単位の使途 を追跡

する権利 を持つことになろ う。

実際の重債務貧困国においては,現 在公共支出 レビュー(PublicExpenditureReview:

PER)と い うものが,受 入側政府の資金の利用 を事後的に監視する手段 として機能 している。
一般財政支援 を公共財政の一部 としてその トレーサビリティを追求 しようとする立場は

,こ

うした公共支出レビューによる事後的な監視手段 を強化することを考えているものであ り,

その トレーサ ビリティは,契 約履行を担保する手段 として機能 しているとも言えよう。
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繰 り返 しになるが,物 資供与型プロジェク ト援助 も,債 務救済 も受入側政府の財政 に資金

的余裕を与えるという意味では,一 般財政支援 と同様にファンジビリティを持つ。そ して,

その資金的余裕が供与側の支援措置ゆえに生 まれ,し たがって供与側には資金的余裕の行 き

先に関心を持つ正 当な理由があるという意味において も一般財政支援 と何 ら変わ りはない。

異なるのは,生 じた資金的余裕に対 して拠出者 として トレーサピリティを主張できるかどう

か,で ある。

さて,一 般財政支援 によって獲得された トレーサ ピリティを活用するために,事 後的には

公共支出レビューが手段 として機能するが,公 共支出レビューが最終的にアウ トカムについ

て意味を持つのは,公 共支出レビューによる分析評価の結果を以後の財政支出配分=予 算編

成や,財 政 ・行政 ・会計 などの制度改革に反映 させることによってである。これ らの難事業

は,単 に トレーサ ビリテ ィを確保 しただけでは履行強制できない。そこで,世 界銀行 ・イギ

リスによって重視されているのが,貧 困削減戦略,中 期支出枠組み,各 年の予算などについ
12)

て,事 前的に意見を表明するための政策対話である。政策対話においては,財 政支出の,初

等教育やプライマ リ・ヘルスケア等貧困削減に直結すると考えられる部門への重点的配分な

ど,援 助供与側の意向を反映させることが強力に推 し進め られている。これ らはつまり,そ

れ ら援助国 ・機関な りの考 えに従って,(4)の 状況 を作 り出そうとする努力と考えてよいだ

ろう。

上のことに加えて,重 要な位置付けを与えられている仕組みが,国 別財政アカウンタビリ

ティ評価(CountryFinancialAccountabilityAssessment:CFAA)と,国 別調達制度評価

(CountryProcurementAssessment:CPA)で ある。国別財政アカウンタビリティ評価 は,

財政資金の会計管理 と説明責任遂行の状況 を評価審査 し,そ の改善 と対象国の選別に資する

ための ものである。 また,財 ・サービスの調達の制度や過程が,差 別的な規制よって歪めら

れてお らず,公 正に行われているかどうかを審査するのが国別調達制度評価である。これら

の仕組みは,貧 困途上国で頻繁に見 られる汚職や腐敗を,資 金の配分支出と財 ・サービスの

調達の両面から制御 してゆこうという試みに他ならない。

5一 般財政支援 とアフリカの国家

5.1ア フ リカ国家の論理

今 日までの援助国 ・機関によるファンジピリティの議論においては,援 助の受入 と資金の

配分に関わるある側面が,あ まり顧みられていない。その側面 とは,貧 困途上国の側が,ど

のようなインセンティブ構造をもって援助を受け入れているか,と いうことに関わっている。

ファンジピリテ ィを事前的 ・事後的な関与の仕組みにより制御 して財政支出配分を適正化 さ

せ ようという援助供与側の考えが供給サイ ドの論理だ とすれば,援 助についての途上国側の
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内部の問題,す なわち需要サイ ドの論理の分析が欠けている。

オペラ劇場の逸話のように,援 助供与側の意図に反 して,結 果 として薯修的支出が行われ

てしまうことの背景には,明 らかにそうした支出を含めた資金の配分を援助受入側=需 要側

が望んでいることがある。言い換えれば,援 助受入側の政府には,生 産的支出と奢修的支 出

の組み合わぜについての選好が存在すると考えてよく,模 式的には,次 のような効用関数を

想定することもできる。

U==U(Y,C)、(5)

既に別の論文において触れたように,1950年 代におけるヌルクセの開発プログラムの提唱

から今 日の一般財政支援 に至る一連の流れの背景には,供 与側の関与によって受入側の選好

を操作できる,す なわち(5)の 効用関数の形状や傾 きを変えることができる,と いう想定が

ある(高 橋[2002:106])。

通常のプ リンシパルーエージェント理論によるように,エ ージェン トが単純 な一個の主体

としてのインセンティブ構造を持つに過ぎない場合,こ うした想定自体は適 当だろう。 しか

し,重 要なことは,貧 困途上国の財政支出の配分 についての選好は,先 進国のそれがそうで

あるように,き わめて複雑な政治経済的メカニズムの産物だ,と いうことである。そのメカ

ニズムは,か な りの程度貧困途上国の国内の状況によって規定されている。援助供与側が,

その選好に影響を与えようとするならば,こ うした政治経済的メカニズムについて理解 を持

ち,対 処のためのアプローチを考え抜 く必要がある。

欧米のアフ リカ研究では,多 くの論考が貧困途上国,特 にアフリカ諸国政府の財政配分が

開発 ・貧困削減 に役立つものにならないことについて,そ の内的な原因を考 えようとしてき

た。そこには大 きく,2つ の流れがあると言ってよいだろう。ひとつは,ア フリカ社会の人

ぴとの合理的な選択を前提 とする見方であ り,も うひとつは,ア フリカの政治経済の非近代

的な性質に注 目する見方である。

前者の合理的選択論の代表的な論者は,ベ イツである。既に しば しば紹介 されてきたが,

ベイツは,ア フ リカ諸国の政治経済の内的論理 を,自 己の政治的生存を合理的に追求する政

府 という前提から読み解 こうとする。アフ リカ諸国の政府にとって,政 治的に最 も配慮 しな

ければな らない社会的な集団は,企 業家や都市住民などの近代セクターの入ぴとである。政

府は彼 らのために食糧価格 を低 く抑えようとす るが,そ れは,国 民の大多数である農民の生

産意欲 を損ない,か えって食糧供給不足 を招いてしまう。そこで政府は多 くの食糧近代化プ

ロジェク トを実施 し,同 時にそれによって,近 代的な生産投入物 を受容することので きる大

規模な商業的農家の支持を取 り付けようとする。このために非効率な開発プ ロジェク トの拡

散が発生するが,他 方で低食糧価格政策への農民の反対運動を分断することができる。大多 ・

数の小規模農民は政府の施策のなかで置 き去 りにされることになるが,彼 らはさまざまな合
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理的な理由により,政 治的に抵抗 しないことを選択す る。こうして,政 治的には合理的だが,

開発 ・貧困削減の観点か らは非合理的な政策の集合が選び取 られてしまう,と いうのである

(Bates[1981:91-5])。

後者の非近代国家論は,ア フ リカ諸国家の政治経済を,近 代的国家 とは異なる血縁 ・地縁

などの人間関係 によって動かされるもの として見る。この見方は,バ リエーションはあるも

のの,多 くの論者が共通 して主張す るものである。例えば,政 治家のパ トロンークライアン ト

関係 を通 じた財政支出の配分 を指摘 したバルカン(Barkan[1984]),前 資本主i義的な生産形

態である 「情の経済」論を主張するヒデーン(Hyden[1983〕),ア フリカの政治を近代国家

の外形の陰に隠れた人的ネ ッ トワー クのせめ ぎ合 いを通 じて読み解 こうとするバヤール

(Bayart[1989]),現 代アフリカ国家は政治エ リー トが公的資源 を私物化 している 「新家産

制国家」であるとするメダール(M6dard[1982]),あ るいはエ リー トが不確実性や暴力など

の無秩序を支配の道具 として,政 治を近代西欧的なものからアフリカ的な ものに転換 して し

まう 「政治のアフ リカ化」現象 を主張するシャバル とダロズ(Chaba1・Daloz[1999])な ど,

多 くの論考 を挙 げることができよう。この系統の論者に共通するのは,ア フ リカの政治経済

メカニズムの,開 発や民主主義に背 を向けたようなあ り方を,近 代西欧型国家との違いによ

って説明 しようとする考え方である。

ベイツも含め,こ うしたアフ リカ政治経済論の系譜は,ま ずはアフ リカ諸社会の内的論理

を説明 しようとしたもので,本 論の問題関心である援助の供与方式との関係について触れた

ものは余 りない。その中で例外的なのは,ヒ デー ンの著作であり,彼 は国家権力が社会から

自立 していないようなアフリカの 「情の経済」の下では,べ 一シック ・ヒューマ ン・ニーズ

(BHN)援 助のような,人 々に直接稗益する細かいプロジェク トを積み重ねる方式は,人 々

の政府に対する資源配分要求を助長 し,援 助プロジェク トの氾濫を惹起する,と いう趣 旨の

指摘 をしている(Hyden[1983:165-7])。

ベイツとヒデーンの理論的前提は異なるが,1980年 代に活躍 したこの2大 論者が ともにプ

ロジェク トの氾濫が,援 助受入側社会の内的な論理に関連 して発生 させ られるとしたことは

興味深 い。プ ロジェク トの氾濫の説明において,論 理の巧緻さではベイツが まさっているの

か もしれないが,ヒ デーンの議論が内的な論理に加えて,援 助の影響 に注 目したことは評価

されてよい。アフリカ諸国の,開 発 ・貧困削減にそぐわない非効率な資源配分はおそらく援

助受入側,援 助供与側のどちらか一方だけではなく,そ の双方の間の相乗的な作用によって

生 じたと考 えるべ きであろう。

イギリスの国際開発援助 に知的影響力を持つ海外開発研究所(OverseasDevelopmentIn・

stitute=ODI)は,こ うした援助 とアフリカ政治経済の内的メカニズムとの相互作用に再び光
13)

を当てている。同研究所の主導的研究者ブースのまとめたレポー トは,ア フ リカにおける新
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家産制的政治経済は,1990年 代のいわゆる民主化後 も維持 され,場 合によっては強め られ る

傾向にあると指摘 している。そしてパ トロンたる政治エ リー トによって分断されたアフリカ

の政治行政の下で,プ ロジェク ト援助を展開することは,パ トロンークライアン ト関係を強

化す ることになるとして,プ ロジェク ト援助から一般財政支援へ軸足を移そうとするイギ リ
14)

ス の 国 際 開 発 援 助 の 立 場 を擁 護 して い る(Booth[2003:9-13])。

5.2「 新 々植民地主義」 としての一般財政支援=貧 困削減戦略?

貧困削減戦略,財 政支出枠組の策定 と支出分析 によってファンジピリティを制御 し,ま た

一般財政支援の トレーサビリティを活用 して
,援 助受入側の財政支出配分に影響 を及ぼそう

とす る援助供与側の立場は,エ ージェン トの行動を規定 しようとするプ リンシパルのそれに

なぞらえることができる。こうした援助供与国 ・機 関の関与の強まりを,21世 紀にあらわれ
15)

た「新 しい植民地主義」と批判する向きもある。 こうした批判が,あ る国の開発 ・貧困削減は

究極的にはその国の主体性(オ ーナーシップ)の 発揮にかかっていると考え,援 助供与側 に

よるオーナーシップの侵食を戒める立場か ら発せられているのであれば,そ れな りに傾聴す

べ きものである。 しか し,そ の点を割 り引いたとしても 「新々植民地主義」批判はある重要

な点 を見逃 している。

それは,一 般財政支援を受ける貧困国のほとんどは,一 旦自国の政府財政 を破綻させ,債

務救済 を要請するのやむなきに至っていたという事実である。拡大HIPCs救 済スキームに

よる債務の全面的救済 とは,企 業で言えば倒産 した も同然であり,も し破産処理のルール に

従 うのなら,債 権者の利益代表の管理の下に入 るのが当然ということになる。 もちろん貧困

国は企業でなく主権国家であるから,そ こに一定の政治的限界があるべ きだ としても,納 税

者 ・拠出者に対 して説明責任を有する債権国 ・債権機関が一定の関与を行 うのは,む しろ正

当だ ということになるか もしれない。その説明責任のなかには,債 務救済 とその後の政策措

置によって,旧 重債務貧困国が財政支出をどれだけ生産的な ものになしえたか,ど れだけ貧

困削減を進め られたのか,と いうことが含 まれていなければならないはずである。その意味

で最大の債権国 ・債務救済国のひとつである日本の政府 にこうした関与の必要性の意識が希

薄であることの方が,不 可思議であろう。

また,少 な くとも理念的には,一 般財政支援 を主導する援助国 も決 して重債務貧困国を恒

久的な外からの管理 と援助依存の下に置 くことを,よ しとしているわけではない。特に西欧

諸国が期待するのは,自 らが推奨する行財政の透明化 ・公正化と貧困削減のための生産的支

出の配分増加プロセスが,貧 困途上国の国民 自身によって民主的に担われることである。言

い換えれば,援 助受入国の政府をエージェン トとした場合 に,そ のプ リンシパルの地位 を援

助供与側である自分たちか ら,途 上国国民へ と転換することである。
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だが,こ の転換はそれほど容易なことではない。アフ リカの諸社会は,既 に指摘 したよう

に,開 発 ・貧困削減のための資源配分を妨げる内的なメカニズムを持 っているとされている。

基本的にはイギリス国際開発援助の立場 を支持 しているブース も,新 家産制的メカニズム

が残存 しているためにアフ リカ諸国の政治的民主化は道半ばに過 ぎないと警告 している。

(Booth[2003:9-10])

それが当然のあるべ き関与であるか,不 当な 「新々植民地主義」であるかはともあれ,一

般財政支援 と貧困削減戦略等の仕組みを通 じた援助供与側の関与の深 まりは,援 助国 ・機関

をして,ア フリカ諸国の厳 しい政治経済的状況に直接向き合 うことを余儀 なくしている。既

に述べた理 由で,プ ロジェク ト援助はパ トロンークライアン ト関係の卓越 による政治行政の

拡散を助長 しやすいと言ってよいのであろう。 しか し,こ れを一般財政支援 に変えたからと

言 って,ア フ リカ諸国の政治経済的なメカニズムが急に別なものに変化するわけではない。

む しろ,そ のメカニズムを顧慮せずに,も っぱら援助供与側のイニシアティブのみでどこの
16)

国 にも同様の政策枠組みを当てはめてゆ くことは,上 滑 りの作業 にな りかねない。

このことに関連 してブースは,シ ャバル とダロズを引いて,新 家産制的メカニズムが どのよ

うな根拠をもって存在 しているのかの理解が不可欠であることを説 く(Booth[2003:10]〉 。

こうしたことを下敷 きに最近のイギリス政府は,改 革が相 当に長期にわたること,そ れぞれ

の貧困国の政治経済的背景をよく考慮 しなが ら,貧 困国国内の変化への契機 と推進勢力を慎

重に見極めていかなければならない と認めるようになった。これは恐 らくは歓迎すべ きこと

であ り,そ れぞれの貧困途上国の個性を無視 した普遍的政策枠組みの適用に疑問をいだ く日

本にとって も共有 しやすいものであろう。

6お わ り に

す ぐ上で述べたような歓迎すべ き軌道修正にもかかわらず,問 題 は依然 として残 されてい

る。

既に指摘 したように,プ ロジェク ト援助 も一般財政支援 もともに,フ ァンジビリティを持

ち,援 助受入側政府に資金的余裕を生 じさせ るという意味では同 じである。ただ,異 なるの

は,特 にひも付 きのプロジェク ト援助は,ア ウ トカムに対する制御機能は弱 くとも,ア ウ ト

プ ッ トはそれな りに実現できる,と いうことである。こうした援助方式は,(特 に日本の よう

に)納 税者や立法者の援助のアウ トカムへの関心が希薄なところでは,援 助を確実に供与 し
17}

たことの証拠 を残す という意味では,批 判 されに くいか もしれない。他方,一 般財政支援は,

それが完全にファンジブルであるがために,具 体的なアウ トプ ットは何 も残せない。全ては

受入側の政府がどのように公正 に,か つ開発 ・貧困削減のために資金を用い,ど のようなア

ウ トカムを達成するかにかかっている。こうしたことは援助への関心の高い市民社会 を持つ
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西欧諸国では,政 府 ・援助実施機関に突 きつけられた重い課題である。

貧困削減戦略 をは じめ とするさまざまな関与の手段があった としても,最 終的に開発 ・貧

困削減のアウ トカムを達成す るのは援助供与側ではな く,援 助受入側である。援助受入側 に

現状の半民主主義,新 家産制的な現状を変革する政治社会的勢力が存在するかどうか,が 決

定的に重要であろう。 もし援助受入側の望むような改革への契機 と主体が見出せなかった場

合はどうするのか。特 に予算当局を中心 とする行政担当者にそ うした変化を実現する能力と

意志が欠けていた場合,あ るいはそれが大統領以下の政治権力によって支持 されていなかっ
18)

た場合 どうするのか。1980年 代の構造調整 と続 く90年代の援助沈滞の時期に生 じたことは,

援助供与側 によって改革への契機 を見出すことができないとされた国が,国 ごとの選別と重

点化の名の下に見捨てられていった という事態である。そうした国々のいくつかでは軍や警

察などの治安機構を維持する財政的余地さえ失われ,文 字通 り国家が崩壊 していったのであ

る。 これらの国には開発 ・貧困削減の負託を担いえるエージェン トとしての国家機構は存在

しない。そうした状況の下で も,先 進援助諸国総体 として何 らかの手 を差 し伸べなければな

らない。援助の宿命的なジレンマがここに存在する,と 言ってよい。

注

1)こ の意味 で,フ ァン ジビ リテ ィは,資 金 ・資源 の使 途 を他 者 に委 ね る契約 関係 に,普 遍 的 に適

用 で きる面 が あろ う。WorldBank[1998:60-82]は,援 助 の フ ァン ジピ リテ ィの参考 とす べ き

先行研 究群 と して 中央政府(な い し連 邦政府)か ら地 方 自治体(州)へ の資 金の 移転 に言及 して

い る。 なお,援 助 が供 与 され て以 降,そ の 包括的 効果 の発 現 が援 助 受 入側 に委ね られ て しまう と

い うこ とは,筆 者 が年来 主張 してい る ように援助 の効 果 は受 入側 の援助 吸収 努力 を介在 させ ず に

は論 じ得 ない とい う こ とと同 じこ とを意味 して い る(高 橋[2002]参 照)。

2)ヌ ル クセ は,援 助 吸収 とい う概 念 を設定 し,援 助の 効果 を発揮 す るには,援 助 受入側 の対応 が

決 定的 に重要 で あ る こ とを指摘 した最初 の ひ と りだ った と考 え られ る。 ところ で,現 代 におい て,

フ ァ ンジ ビ リテ ィの問題 へ の注 意 を喚起 す る きっか け とな ったWorldBank[1998]も ,フ ァ

ンジピ リテ ィ問題 が1950年 代 か ら認識 され てい た ことに言及 して い るが ,そ こで 世界銀 行の チ ー

フ ・エ コノ ミス トで あ っ た ローゼ ンシ ュタ イ ンーロダ ンの名 だ けが 触 れ ちれ て い るの は,身 び い

きの なせ るわ ざだ ろ うか。ローゼ ンシュタ イ ンーロダ ン とヌ ル クセ は,開 発経済 学 の草創 期の指 導

的 論者 であ り,低 位 均衡 や政 府 主導 の包 括的投 資政 策 の必要 性 の指摘 な ど多 くの共 通点 を もつが ,

フ ァンジ ピ リテ ィの認識 の早 さ におい て も共 通 してい た。 なお,ヌ ル クセの 開発経 済研 究の 限界

につい ては絵所[1991:97,102],峯[1999:73]参 照 。

3)具 体 的 に は,欧 州 復興 計 画 に関 わ る見返 り資金 の供 与 で あ る。

4)本 文 で述 べ る こ と以外 に次の よ うな留保 も付 け てお くべ きで あ ろ う。観 光や 芸術 が それぞ れ一

大産業 とな り,外 貨 の稼 得 をは じめ,一 国の経済 に相 当大 きな役 割 を果 た してい るのが 現実 だ と

す れば,オ ペ ラ劇場 の建 設 が奢修 的 で ある と決 め付 け るの は難 しい。 この点 は,し か し,オ ペ ラ

劇 場建 設 を例 えば,国 の所得 水準 には不釣 合 いな大 統領 官邸 造営 や大 統領 専用機 購 入 と読 み換 え
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れ ば よい こ とで あ り,こ こでの議論 にお いて は本質 的 な問題 で はない。

5)WorldBank[1998]は,援 助 が,供 与側 の意 図 とは異 な る支 出 を増 加 させ て しまうだ けで はな

く,政 府 の収 入 を減 らす(つ ま り,減 税す る)契 機 に な りえる こ とに言 及 して い る。 こ こで は奢

修的 支出 の増 加 も,見減税 もどち らも取 りあえず,同 じ効果 を持 つ もの として,同 様 に扱 う。

6)念 のた め に補 足す るな らば,次 の とお りで あ る。

Co>c]は 次 の よ うに書 き換 え られ る。

処.⊆.∠C+C・(3)・
de+EoEoEl

(3)「 の 両 辺 にAA+Eoを 乗 じる と,

te6Eo・ ・〉・C・C・ …e

(3)"を整理すると

舞温 一・・dA・・C…

とな る。

7)ま た,物 資供 与型援 助 と資金供 与 型援 助 とで は,引 き起 こす転 用 可能性 の規模 が違 う可能性 が

あ る。 とい う より もむ しろ,転 用可 能性 の規模 は,ひ も付 きで あ るか どうか に よって決 め られ る

といった ほ うが よいか も知 れ な い。 物 資供 与 型プ ロジ ェク ト援 助 は往 々に してひ も付 きで あ り,

資金 型援 助 は通 常 ひ も付 きで ない。 ここで のひ も付 きとは,援 助 供 与側の 国籍 の者 で なけれ ば,

受注業 者(な い し調達 先)に なれ な い制 度 を さ して い る。 日本 の いわ ゆる"無 償 資金"協 力 の多

くは,2005年 の時点 で 日本 の業 者へ の ひ も付 きであ り,そ の単価 は きわめ て高 い。 こう した単価

の高 い物資 供与 型援助 は,自 らの価 額 よ り低 い実 質金 額 に よって しか,受 入側政 府 の財 政資金 に

置 き換 わ る こ とがで きな い。例 えば,日 本 の無償 資金 協力 で建 て る小 学校施 設 の コス トは,現 地

の業者 に発 注 し,現 地 の資 材 を用 いて建 設 した場 合 の2倍 か ら10倍 に あた ると され て い る(相 手

国の生 産効 率や 物価水 準 に よ り異 な る。 な お,コ ス トの高 さの 一部 は,日 本の施 設 の質 の高 さも

あ らわ してい るが,そ う した豪 華 す ぎる施 設の建 設 は,現 地 の 学校教 育の世 界 に不協 和 音 を持 ち

込 む こ とにな りかね ない)。 例 えば 現地 の水 準 の5倍 の単価 の 日本 に よる学校 建 設 に よ り,100万

ドル かけ て5つ の小学 校 が建 っ た とす る。 これ は も とも との政府 の計 画 にあ った学校 の うち5つ

を分 担 して建 てた ものだ と しよう。そ うで はあ って も,日 本 の貢献 は100万 ドル 分 で はな い。現 地

の政 府 が 直接行 えば20万 ドル に過 ぎない もの をわ ざわ ざ5倍 の 単価 をか けて作 ったの であ り,そ

の意味 で20万 ドル分 の貢献 に とど まる と考 え るべ きだ ろ う。 そ して,援 助 受入側 に生 じる資金 的

余裕 も20万 ドル分 に過 ぎな い,と い う意 味 で フ ァンジ ビ リテ ィ効 果 は低 くな るこ とに な る)。その

意 味 で,一 見 フ ァン ジビ リテ ィの発 生 の レベ ル が低 く抑 え られ て い るこ とに な る。 だが,こ の点

を 日本 の援 助 の優 位性 とみ なすの は,本 末転倒 で あろ う。 ファ ンジ ピ リテ ィが低 位 に抑 制 されて

い る こ とは,日 本 の援 助 が 単位 費用 の 面か ら非効 率 な こ との裏返 しに過 ぎな いか らで あ る。

8)重 債務 貧 困国の場 合,救 済 の対 象 とな る債 務 は ほ とん ど政府 開発援 助 を中心 とす る公 的債 務で

あ り,従 って債 権 者の 多 くは援 助 国 ・機 関 で あ る。

9)イ ギ リス国 際開発 大 臣 クレア ・シ ョー ト氏の 回顧録 は,1990年 代後 半 に高 ま った2000年 を 目途

とす る重債 務 貧 困 国の 債 務 の帳 消要 求 の高 ま りに対応 しつ つ,こ れ に貧 困削 減戦 略 の 策定,汚
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職 の撲滅,公 共支 出管 理 の改善,教 育 ・保 健 サー ビスの強化 を条件 と して付 して主要 先進 国首脳

会議(G7)の 合 意 に高め て ゆ くさま を,当 事 者 として証 言 してい る(Short[2004:81-5])。

10)現 下 の開 発援助 改革 の主 要 な論点 の ひ とつ で あ る一般 財政 支援 につ い て,援 助資金 の流 れの深

い実務 的理解 に基づ き,批 判 的 論考 を行 った もの と して仁 科[2004]が あ る。仁 科 の論考 は,一

般 財政 支援 の主 にマ ク ロ的 な負 の影 響 につ いて,多 面的 かつ 詳細 な検 討 を行 った もので,一 般財

政 支援 をめ ぐる議 論 に新 たな視 点 を提 供 した貴重 な もので あ る。仁 科 の貢献 を受 け継 ぎ,援 助一

般 のマ ク ロ的 な負 の影響 を対 象 とす る援 助オ ランダ病論 の蓄積 を参 照 しなが ら,実 証 研究 な ど を

通 じて今 後考 察 を深 め て ゆ くべ きであ る。

11)石 川 は,ブ レア政 権 ・「新 しい労働 党」 の 「第3の 道」 とアマル テ ィア ・セ ンの潜在 能 力アプ ロ

ー チ とが社会 的正 義 ・社 会 的排 除の概 念 にお いて 「著 しい類似 性 」 を有 して い るこ とを指摘 して

い る(石 川[2005:1H2])。 この点 の類似 性 の よ って来 る ところ を知 るため には,ブ レアの 「第

3の 道」 に直接的 な理論 的根 拠 を与 え た と思 われ るア ン ソニ ー ・ギデ ンズ の 『第3の 道』思 想 の

発 展過程 をた どる こ とが必要 であ ろ う。 なお,ギ デ ンズの評価 につ いて は福 田[2002]参 照。

12)WorldBank[1998],DFID[2004:7]参 照 。

13)石 川 は,ODIが 新 家産 制国 家論 を掲 げ たこ とを,現 代 にお け るア フ リカ と束 ア ジアの違 い を説

明 で きる もの と して高 く評価 して いる(石 川[2005:14])。 ところで,バ ル カ ンや ヒデ ー ンの所

論 は,1980年 代 以 前の ア フ リカ 諸国 を念頭 に,パ トロンー クラ イ ンア ン ト関係 的な る もの の,政

治 にお け る卓越 を指 摘 した もの で ある。 その意 味 で石 川 が 「家産制 体制 にせ よ,バ トロネ ジ体制

にせ よ,そ れ がア フ リカで 出現 した の は80年 代 末以 降だ」(同[2005:15])と い う見 方 は,少 な

くともこれ らの所論 か らは支 持 され な い。 な お,メ ダール らが 「新 家産 制 国家」 を新 しい もの と

して措 定 したの は,そ れが,文 字 通 りの家産 制 国家 とは異 な り,官 僚 制 や主権 在 民 を原則 とす る

立 憲 主義 な どの近代 国家 の枠 組の 下 で起 こっ てい る,と い うこ とに よる。筆 者 自身 は,現 代 にお

け る市場経 済 の広 が りとと もに,た とえ外形 的 で はあ って も近代 国 家的 な枠 組 自体 が,資 源 配分

の あ り方 に も影響 を及ぼ す場 合が あ り,家 産 制 国家 と新家 産制 は互 い に異 な る もの として捉 えた

方が よい と考 え る。

14)シ ャバル ら も,ブ ース も,パ トロンー クラ イア ン ト関係 や政 治エ リー トに よる個 人 支配 を,ア

フ リカ政 治経 済 の問題 性 と して きわめ て重視 して い る。財政 管 理の 改善や ガバ ナ ンスの再構 築 な

どの観 点 か ら,こ れ らの こ との重要 性 は首肯 で きる。 しか し,シ ャバ ル ・ダ ロズの よ うにアフ リ

カの民 主化 の形骸 化 や経 済 的停 滞 まで を も,政 治 エ リー トの個 人支 配 に よって説 明す る見方 は,

必 ず しも説得 的 でな い。何 故 な ら,高 度 成長 を遂 げ た東ア ジア の国 々 に も未 だパ トロンー ク ライ

ア ン ト的 な る もの は残 ってい るか らで あ る(前 注参 照)。 それ は,中 国の人 治主 義,韓 国で大統 領

が 変わ るたび に更 新 され る政 経癒 着 体制 と側近 に よる腐 敗,フ ィ リピンや イ ン ドネ シアに見 られ

るク ローニ ー資本 主義,さ らには55年 体 制下 の 日本 にお ける派 閥政 治 な ど を想 起す れ ば よいだ ろ

う。 こう した こ とは,(フ ィ リピンに は多 くの留保 が つけ られ る と して)そ れ ぞれの 国 にお け る高

度経 済成 長 ・国民生 活 の水準 向上 を必ず し も妨 げなか った こ とが銘 記 され るべ きであ る。 その意

味 でア フ リカ政 治経 済 のか か える全 ての 問題 の元 凶 として個 人支 配やパ トロン ーク ライア ン ト関

係 を位置づ け るの に は,よ ほ ど慎 重 で なけれ ば な らない。この こ とにつ い てはTakahashi[2002]

で触 れ たので参 照 され たい。

15)仁 科[2004:42-3]。 また中尾[2005:63]参 照 。
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16)そ してそ,うしたこ とは,ア フ リカの 国家 の もうひ とつ の特徴 で あ る,国 民 の生活 ・生 産 に基盤

を持 た ない国家 と しての性 格 を強化 す るこ とにな りかね な い(高 橋[2003b:263-4])。

17)お そ ら く日本 の援 助政策 当局者 に は,そ の よ うに理論化 はされ てい ない ものの,非 近 代国 家論

者 と同様 の,途 上国政 府 の財政 管理 能 力の 弱 さや腐敗 へ の懸念 が あ り,そ の こ とが物資 供与 型援

助 を選 好 させ た もの と考 え られ る。

18)英 国際 開発庁 によれば,2004年 の 時点 で イ ギ リス が一般 財政 支援 を供与 してい る対 象 国 はのべ'

20ヶ 国で あ り,同 年 まで の3年 間の援 助総 計 の うち,15%に とどまる(DFID』[2004:6])。 実際

の ところ,英 国際開 発庁 の 当初 の意気 込 み と異 な り,必 ず しも一般財政 支援 が 全面 的 に広が って

ゆ く状況 では ない。 その原 因 と して,本 文 で述べ た ような貧 困途 上 国政 府側 の条 件 が十分 に整 っ

て い ない こ とが挙 げ られ る。
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